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契 約 約 款 

 

 

株式会社吉備ケーブルテレビ（以下｢当社｣という）と当社が行うサービスの提供を受ける者（以下｢加

入者｣という）との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとします。なお、本約款は当社の高梁

市・吉備中央町内におけるサービスに適用するものとします。 

 

 

第１条 （高梁市、吉備中央町との契約） 

① 当社がサービスを提供する高梁市成羽町、川上町、備中町地域においては、高梁市と締

結している継続的で安定的なサービスを行うための IRU契約に基づき、加入者へサービ

スを提供します。 

② 当社がサービスを提供する吉備中央町加茂川地域においては、吉備中央町と締結してい

る継続的で安定的なサービスを行うための IRU契約に基づき、加入者へサービスを提供

します。 

 

第２条 （当社の提供するサービス） 

     当社は、高梁市・吉備中央町内において、当社のサービスを提供するために当社が設置し

た施設（以下｢本施設｣という）と高梁市・吉備中央町が設置した施設（以下｢借受施設｣とい

う）を借受け、加入者に次のサービスを提供します。 

 

① 当社による受信可能なテレビジョン放送、ラジオ放送（ＦＭおよびデジタル放送）を

有線により再送信するサービスならびに基本利用料内の自主放送サービス。 

② 基本利用料内のサービス以外の有料による自主放送サービス。（以下｢有料番組｣とい

う）ただし、有料番組は基本サービス 上記① をご利用いただく場合に限りご利用

いただけます。 

      ③ 上記に付帯するサービス業務。 

 

第３条 （契約の単位） 

     加入契約は、加入者引込線１回線ごとに行います。ただし、加入者引込線１回線から複数

世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合（以下｢集合共同引込｣という）には、別途建

物代表者との基本契約（以下｢集合住宅契約｣という）の締結をした後、各世帯を契約の単

位として加入契約を行うものとします。 

 

第４条 （契約の成立） 

     加入契約は、当社のサービスの提供を受けようとする者（以下｢加入申込者｣という）があ

らかじめこの約款を了承し、加入申込書に所要事項を記載捺印のうえ当社に提出し、当社

がこれを受理したときに成立するものとします。 
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   ２ 当社は、加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には成立しないことがあります。 

 

① 加入申込者が、この約款および別表（料金表）の全部または一部に了承せず、正常な

サービスの提供が困難な場合。 

② 当社のサービス提供が技術的な理由により困難な場合。 

③ 加入申込書の記載事項に虚偽、不備がある場合。 

④ 加入者が、当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められた場

合。 

⑤ 加入申込者が未成年で、法定代理人の同意が得られない場合。 

⑥ 料金等の支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合 

⑦ 加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場

合。 

⑧ その他、加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。 

 

第５条 （加入契約の撤回および解除） 

     加入申込者は、加入申込みの日から起算して８日を経過するまでの間、文書により申込み

の撤回および解除を行うことができます。 

     ２ 加入契約後、加入工事が着工または完了済の場合、加入者はその工事に要した費用と

撤去工事にかかる費用を負担するものとします。 

 

第６条 （契約の有効期限および最低利用期間） 

     契約の有効期限は、契約成立日から 1年間とします。ただし、契約期間満了の１０日前ま

でに当社、加入者いずれからも文書により何等の意思表示のない場合には、引続き 1年間

の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。 

   ２ 基本チャンネル契約のキャンペーン対象または割引対象の契約については、最低利用期間

は 6ヶ月とし、利用期間は課金開始日が属する月を 1として起算します。 

３ 基本チャンネル契約およびＢＳプラン、お手軽コース、とくとくコース（ＳＴＢを追加・

機器交換した場合）の最低利用期間は６ヶ月とし、利用期間は課金開始日が属する月を１と

して起算します。 

   ４ 加入者は、2項、3項の最低利用期間内に契約の解除があった場合、残余の期間に対応する

利用料相当額を当社に支払うものとします。 

   ５ ダブル割の契約については、最低利用期間は 12ヶ月とし、利用期間は課金開始日が属する

月を 1として起算します。 

    ６ 当社は次に該当する場合には 2項、3項、4項、5項の適用をしないものとします。 

①  契約者本人の死亡または転居等、当社が認める特別な理由があるとき。 

 

第７条 （加入契約金および加入工事料） 

     加入者は、別表（料金表）に従い、加入契約金および加入工事料を支払うものとします。 

   ２ 解約に際しては、加入契約金および加入工事料の払戻しはしないものとします。 
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   ３ 当社は、社会経済情勢の変化により、加入契約金および加入工事料を改定することがあり

ます。ただし、既存加入者には適用しないものとします。 

 

第８条 （基本利用料） 

     加入者は、別表（料金表）に定める基本利用料を当社に支払うものとします。 

    ２ 加入者は原則サービスの提供を受け始めた日の属する翌月から前項の規定に定めた利用

料を支払うものとします。 

    ３ 当社が設定した各利用料の中には、ＮＨＫの受信料（衛星受信料を含む）および株式会

社ＷＯＷＯＷの加入料および視聴料は含まれておりません。 

 

第９条 （有料番組利用料） 

     加入者は、希望により有料番組サービスの提供を受ける場合は、別途、別表（料金表）に

基づきデジタルプラン契約を行い、基本利用料金に加算して、デジタルプラン利用料および

ＣＳ利用料をサービス開始日の属する月より支払うものとします。 

 

第１０条 （サービス利用料の改定） 

     社会経済情勢の変化、サービス内容の変更などにより、当社が利用料の改定をするときは、

改定日の１ヵ月前までに加入者に通知するものとします。この場合、加入者は改定日の属す

る月から改定後の利用料を支払うものとします。 

 

第１１条 （料金の支払い方法） 

     加入者は、加入契約金、加入工事料、基本利用料、有料番組利用料およびその他条項に定

めた費用等について、別途当社が指定する期日までに指定する方法により支払うものとし

ます。 

 

第１２条 （セットトップボックス） 

     加入者は、当社が提供するＢＳ・ＣＳデジタル放送を受信するために必要な機器であるセ

ットトップボックスおよび、リモートコントローラ等の付属品（以下｢ＳＴＢ｣という）を当

社より別表（料金表）に定めるデジタルサービス登録手数料、設置工事費および利用料を支

払い、貸与を受けることができます。 

     なお、付属のＢＳデジタル放送用ＩＣカード（以下｢Ｂ－ＣＡＳカード｣という）およびＣ

Ｓデジタル放送用ＩＣカード（以下｢Ｃ－ＣＡＳカード｣という）の取扱いについては、第

13条、第 14条の規定によるものとします。 

    ２ 第１項により、加入者が当社より貸与を受けるＳＴＢについては、故障が生じた場合、

当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。（リモコンは機

器設置または受け渡しから 1年以内）ただし、加入者が故意または過失によりＳＴＢを破

損または紛失した場合には、加入者はＳＴＢ一般販売価格相当分を当社に支払うものとし

ます。また、当社が認める場合を除き、加入者はＳＴＢの交換を請求できません。 

    ３ 加入者は解約時に当社にＳＴＢ、Ｂ－ＣＡＳカード、Ｃ－ＣＡＳカードを返還するもの
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とし、譲渡等はしないものとします。 

    ４ 加入者は、当社が必要に応じて行うＳＴＢのバージョンアップ作業の実施に同意するも

のとします。 

    ５ ＢＳ・ＣＳデジタル放送は、当社の指定するＳＴＢが設置された場合のみご利用いただ

けます。 

 

第１３条 （Ｂ－ＣＡＳカードの取扱いについて） 

     Ｂ－ＣＡＳカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアク

セスシステムズの｢Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約約款｣に定めるところによります。 

 

第１４条 （Ｃ－ＣＡＳカードの取扱いについて） 

     ＳＴＢを利用する加入者は、ＳＴＢ１台に付き１枚のＣ－ＣＡＳカードを当社より貸与さ

れるものとし、ＳＴＢの解約または契約の解除後は、すみやかにＣ－ＣＡＳカードを当社

に返却するものとします。 

また、当社は必要に応じて、加入者にＣ－ＣＡＳカードの交換および返却を請求できるも

のとします。 

２ Ｃ－ＣＡＳカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加お

よび変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者

に及ぼされた損害・利益 損失は、加入者が賠償するものとします。 

   ３ 加入者が故意または過失によりＣ－ＣＡＳカードを破損または紛失した場合には、加入者

はその損害分を当社に支払うものとします。 

 

第１５条 （施設の設置および費用の負担等） 

放送センターから加入者の最寄りのクロージャーおよびタップオフまでの施設設置に要する費

用は当社または高梁市または吉備中央町が負担するものとします。 

   ２ 加入者は、最寄りのタップオフまたはクロージャーから保安器または光変換器（Ｖ－ＯＮ

Ｕ）までの引込みに要する費用および保安器または光変換器（Ｖ－ＯＮＵ）の出力端子以降

の全ての施設の設置に要する費用を負担するものとします。                        

（自営柱の建柱、地下埋設等を必要とする場合は、その費用を含む。） 

   ３ 当社は、放送センターから保安器または光変換器（Ｖ－ＯＮＵ）までの施設を管理します。 

 

第１６条 （設置場所の提供等） 

     当社は、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有または占有する敷地、

建物、構築物等を無償で使用できるものとし、加入者には無償による取り付け場所の提供を

承諾していただきます。なお、引込設備およびＳＴＢ等の使用にかかる電源は加入者が設置

するものとし、その電気料および消耗品は加入者が負担するものとします。 

    ２ 加入者は、加入契約の締結について、地主、家主その他利害関係がある場合には、あら

かじめ必要な承諾を得ておくものとし、この事に関して責任を負い、当社は一切責任を

負わないものとします。 
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第１７条 （当社の保守責任および免責事項） 

     当社は、本施設および借受施設の維持管理責任を負うものとします。 

１ サービスの提供に定める全てのサービスが停止した場合、当社が停止を認知した時刻から

起算して 48時間以上連続したときに限り、損害を賠償するものとします。 

２ 前項の場合において、当社が当該サービスの停止を認知した時刻以降、その状態が連続し

た時間（24時間の倍数である部分に限ります）について、24時間ごとに日数を計算し、

その日数に対応する月額利用料等を損害とみなし、その金額に限り賠償するものとします。 

ただし、加入者は当社の維持管理業務の必要上、サービス提供が一時的に停止することが

あることを了承するものとします。 

    ３ 当社は加入者から施設に異常がある旨の申し出があった場合はこれを調査し必要な措置

を講ずるものとします。ただし、保安器または光変換器（Ｖ－ＯＮＵ）の出力端子以降

の施設および受信機等に起因する事項の場合は加入者の責任とし修復に要する費用は加

入者負担とします。 

    ４ 当社の保安責任範囲は、施設の性格上、放送センターから保安器または光変換器（Ｖ－

ＯＮＵ）までとし、その施設に故障事故等が生じた場合の修復に要する費用は当社の負

担とします。 

    ５ 加入者は、当社もしくは当社の指定する業者が設備の検査、点検、修理などを行う場合、

加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて協力を求められた場合、これに便宜を

供するものとします。 

    ６ 加入者は、加入後の故意または過失により当社管理施設に故障が生じた場合には、その

施設の修復に要する費用を負担するものとします。 

    ７ 当社は、次の場合サービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。 

① 天災、地変 

② 放送衛星、通信衛星の機能停止 

③ その他当社の責に帰することのできない事由 

 

第１８条 （一時停止および再開等） 

    加入者は、当社のサービスの提供を一時停止し、また、その再開を希望する場合、直ちに当

社にその旨を文書で申し出るものとします。この場合は、一時休止を申し出た日の属する月

の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金は、第 8条の規定にかかわらず無

料とします。 

    また、サービスの停止をするとともに、貸与したＳＴＢ、Ｂ－ＣＡＳカードおよびＣ－ＣＡ

Ｓカードを当社に返却するものとします。 

 

第１９条 （設置場所の変更等） 

     加入者は、次の場合に限り、受信設備の設置場所を変更できるものとします。その変更に

要する費用は加入者が負担するものとします。 

 

① 変更先が同一敷地内の場合。 
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②  変更先が高梁市・吉備中央町のサービス区域内でかつ技術的にサービス提供可能な

場合。 

 

   ２ 加入者は前項の規定により、機器等の設置場所を変更しようとする場合は、所定の様式に

より、その旨を申し出るものとします。 

 

第２０条 （名義変更） 

     加入者は、次の場合当社の確認を得たうえで、加入者の名義を変更することができます。 

 

① 相続または法人の合併の場合。 

② 新加入者が旧加入者の加入契約を継承する場合。 

 

   ２ 名義変更を行う場合、新加入者となる者は当社の承認を得た後、所定の様式により、その

旨を申し出るものとします。 

第２１条 （加入申込書記載事項の変更） 

     加入者は、第 20条・第 21条に該当する事項以外で、加入申込書に記載した事項を変更す

る場合は所定の様式へ記入のうえ、その旨を申し出るものとします。 

 

第２２条 （放送内容の変更） 

     当社はやむを得ない事情があるときは放送内容を変更できるものとし、それに伴う損害賠

償には一切応じないものとします。 

 

 

第２３条 （加入者の禁止事項） 

     加入者は、当社に無断で設備の改造や増設工事をしてはならないものとします。 

    ２ 無断で改造、増設した設備については、改めて工事を行い、その費用は加入者が負担す

るものとします。 

    ３ 無断で改造・増設をしたことによって当社または他の加入者に受信障害など不利益が生

じた場合改変・増設した加入者が賠償責任を負うものとします。 

    ４ 加入者が、テープ、配線等により、当社のサービスを第三者に提供することは、有償・

無償にかかわらず禁止します。 

 

第２４条 （著作権および著作隣接権侵害の禁止） 

     加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するこ

とを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多人数に対する対

価を受けての上映ビデオデッキ、その他の方法による複製およびかかる複製物の上映、そ

の他当社が提供しているサ－ビスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為

をすることはできません。 
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第２５条 （加入契約の解約） 

     加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の７日以前に所定の様式

により当社にその旨を申し出るものとします。 

    ２ 解約の場合、加入者は第８条、第９条の規定による料金を解約の当月分まで支払うもの

とします。ただし、利用料を前納している場合は、解約の月の翌月以降の利用料につい

ては払い戻すものとします。 

    ３ 加入者設備の撤去に伴い加入者の所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等に復旧を

要した場合その復旧費用は加入者がすべて負担するものとします。 

 

第２６条 （加入者の義務違反による停止および解除） 

     当社は、加入者にこの約款に違反する行為があったと認められる場合や利用料金を合計で

4 ヵ月分滞納した場合は、当該加入者に催告のうえ、または、加入者が当社に通知するこ

となく転居等したため催告が到達しない場合、あるいは到達しないことが明らかな場合は、

再度の催告あるいは催告なしに当該加入者に対するサービスの提供を停止あるいは加入契

約を解除することができるものとします。 

    ２ 前項の場合において、当社の業務に著しい支障がある場合には、催告をしないで直ちに

停止し、その加入契約を解除することがあります。 

 

第２７条 （個人情報の取扱い） 

     当社は、サービスを提供するために必要な加入者にかかる個人情報を、適法かつ公正な手

段により収集し、適切に取り扱うものとします。 

   ２ 前項により、収集し知りえた加入者にかかわる氏名もしくは名称、電話番号、住所もしく

は居住、請求書の送付先等、および当社が別に定める加入者に関する情報を当社は次の各

号の業務の遂行上必要な範囲を越えて利用しないものとします。 

 

① サービスの提供を開始、継続、または終了（電話対応、施行、顧客管理、課金計算、

料金請求、障害検知、復旧等の業務に必要な場合を含みます。）するために利用する場

合。   

     ② 当社が提供するサービス（有線テレビジョン放送サービスおよびそれぞれの付加機能

サービス、追加サービス等を含みます。）の加入促進を目的とした営業活動で利用する

場合。 

③ サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約理由の調査、分析を行う場合。 

④ 加入者から個人情報の取扱いに関して、新たに同意を求めるために利用する場合。 

   ３ 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に提供する場合があります。 

   ４ 当社は、次の各号を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。 

①本人の同意がある場合。 

②裁判官の発付する令状により、強制処分として捜索・押収等（刑事訴訟法第 218条）が

なされる場合。 

③法律上の照会権限を有する公的機関からの照会（刑事訴訟法第 197条第 2項等）がなさ
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れた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。 

④人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。      

⑤高梁市、吉備中央町から業務上必要と提供依頼があり、当社が提供を必要と認めた場合。 

 

第２８条 （定めなき事項） 

     この契約約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社、加入者および加入申

込者はお互いに信義誠実の原則に基づき協議のうえ、円満に解決を図るものとします。 

 

 

 

第２９条 （国内法への準拠） 

     この約款は、日本国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等につい

ては岡山地方裁判所を管轄裁判所とします。 

 

第３０条 （約款の改正） 

     この約款は、総務大臣に届け出たうえ、改正することがあります。 

 

 

 

附則 

① 当社は、特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。 

② 加入者の設備した施設を第三者に譲渡・売却または貸し与えることはできないものと

します。 

③ 一括加入および業務用等については別途定めます。 

④ この約款は、平成 26年 10月 1日より施行するものとします。 

⑤ この約款は、平成 29年 9月 1日より一部改正します。 

⑥ この約款は、平成 30年 11月 1日より一部改正します。 

⑦ この約款は、令和元年 7月 1日より一部改正します。 

⑧ この約款は、令和 4年 8月 1日より一部改正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

吉備ケーブルテレビ 追加サービス契約約款 

 

 株式会社吉備ケーブルテレビ（以下「当社」といいます）と、当社が設置する有線テレビジョ

ン放送施設より、吉備ケーブルテレビデジタル放送サービス（以下「本サービス」といいます）

の提供を受ける者（以下「加入者」といいます）との間に締結される契約（以下「デジタル加入

契約」といいます）は、以下の条項によるものとします。 

 

（サービスの内容及び提供範囲） 

第１条 当社は、当社がサービス提供している地域（以下「業務区域」といいます）内において、

加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入

者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって視聴できるもの（以下「オ

プションチャンネル」といいます）を含みます。 

（1） 基本チャンネルサービス 

当社による自主放送サービス、及び放送事業者のテレビジョン放送（多重放送を

含む）、ラジオ放送（デジタル放送）、デジタルデータ放送の同時再送信サービス

の内、それぞれ別表に定める初期費用及び基本料金の支払いにより視聴可能とな

るサービスです。 

（2） オプションチャンネルサービス 

放送事業者のテレビジョン放送（多重放送を含む）及び自主放送サービス内、そ

れぞれ別表に定める利用料金（別途加入金が必要な場合があります）の支払いに

より視聴可能となるサービスです。 

（3） その他当社が行うサービス 

 

（用語の定義） 

第２条 この約款において使用する用語は、有線テレビジョン放送法において使用する用語の例

によるほか、それぞれ以下の意味で使用します。 

用 語 用 語 の 意 味 

基本加入契約 吉備ケーブルテレビ加入約款に基づいた契約 

加入者 当社とデジタル加入契約を締結した者 

加入申込者 当社にデジタル加入契約の申込みをする者 

セットトップボックス

（ＳＴＢ） 

当社のサービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機

器。（ＩＣカードは除きます）ＩＣカード：ＳＴＢに常時装着されることにより、ＳＴＢを制

御し、加入者の視聴履歴を記録するためのＩＣを組み込んだカード 

リモコン等 ＳＴＢに付属したリモートコントローラ等の全ての付属品 

Ｂ－ＣＡＳカード ＢＳデジタル放送用ＩＣカード 

Ｃ－ＣＡＳカード ＣＳデジタル放送用ＩＣカード 

ＡＣＡＳチップ ４Ｋ対応ＳＴＢに内蔵されているチップ 
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（契約の要件及び単位） 

第３条   本サービスは、第１０条に定める受信機（デジタルセットトップボックス、以下「Ｓ

ＴＢ」といいます）またはそれに代わる機器により行われます。これらの機器は第

１１条及び第１２条に定めるＢ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカード、またはＡＣ

ＡＳチップにより制御され、加入者はこのＢ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカード、

またはＡＣＡＳチップの番号により当社にデジタルユーザー登録されます。デジタ

ルユーザー登録はＳＴＢ単位となります。また、本サービスは吉備ケーブルテレビ

株式会社契約約款に基づく契約（以下「加入契約」といいます）を要件とします。 

    ２．当社は、１台のＳＴＢごとに１契約を締結します。 

    ３．デジタル放送サービスは、当社より貸与するＢ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカー

ドを使用した場合、またはＡＣＡＳチップ内蔵のＳＴＢのみご利用いただけます。 

    ４．加入者はデジタルユーザー登録の際、その都度別途に定めるＳＴＢ登録料を支払う

ものとします。 

    ５．不特定多数者の利用に供する場所及び入場料を徴収する場所では、ＳＴＢの設置は

できないものとします。 

 

（最低利用期間） 

第４条   本サービスにおける最低利用期間はサービス開始から６ヶ月間とします。利用期間

は課金開始日が属する月を１として起算します。 

    ２．加入者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合、残余の期間に対応す

る利用料相当額を当社に支払うものとします。 

 

（契約の対象並びに成立） 

第５条   デジタル放送サービス契約は当社所定の手続きを経、当社、加入者ともに契約を承

諾した時をもって成立とします。 

    ２．第１項の条件を満たす場合があっても以下の場合には承諾しないことがあります。 

      （１）基本サービス契約を締結いただけない場合。 

      （２）技術上、デジタル放送サービスの提供が困難な場合。 

（３）加入申込者が本契約上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認め

られる場合。 

    ３．有料番組を利用する場合には、加入者は有料の番組ごとに所定の様式に記入の上、

申し込んでいただきます。 

    ４．一部の有料番組については、二十歳未満の加入者、学生の加入者は利用できないこ

とがあります。 

    ５．当社は、本人の姓名及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。 

（利用料） 

第６条   加入者は、別表に定める基本利用料金を当社に支払うものとします。ただし、オプ

ションチャンネルを希望する場合は、基本利用料金に加算して、オプションチャン

ネルの利用料金を支払うものとします。 
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    ２．加入者は基本利用料金を原則として、サービス提供を受け始めた日の属する月の翌

月から支払うものとします。 

    ３．加入者はオプションチャンネルの利用料金を原則として、サービス提供を受け始め

た日の属する月の翌月から支払うものとします。 

    ４．経済環境等の変動により、前各項目の各チャンネルの利用料金を改定することがあ

ります。 

    ５．当社が設定した基本利用料金の中にはＮＨＫのテレビ受信料（衛星受信料を含む）

及びオプションチャンネルの加入金及び利用料は含みません。 

 

（登録料及び取付費） 

第７条   加入申込者は、別表に定めた登録料及びＳＴＢ取付費を必要とします。ただし、Ｓ

ＴＢを加入者自らが設置する場合、ＳＴＢ取付費は不要とします。 

    ２．契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取り扱います。 

    ３．経済環境の変動により、登録料及びＳＴＢ取付費を改定することがあります。 

 

（利用料等の支払方法） 

第８条   加入者は、当社に登録料及びＳＴＢ取付費、基本利用料、オプションチャンネル利用

料、及びその他の条項に定めた費用等について別途当社が指定する期日までに指定す

る方法により支払うものとします。 

 

（オプションチャンネルの追加・変更・停止など） 

第９条   オプションチャンネル等の各チャンネルのサービスの追加・変更・停止などは、それ

らを希望する加入者が当社に所定の手続きで申込みをするものとします。 

 

（ＳＴＢ） 

第１０条  加入者は、本サービスを利用するために必要な機器であるＳＴＢ及びＳＴＢに付属し

たリモートコントローラ等の全ての付属品（以下「リモコン等」といいます）を、当

社が別表に定めたＳＴＢ料金により貸与を受けることができます。なお、付属のＢ－

ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードの取り扱いについては第１１条、第１２条の規定

によるものとします。 

     ２．第１項により加入者が当社より貸与を受けるＳＴＢについては、故障が生じた場合、

当社は無償にてその交換等、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加

入者が故意または過失によりＳＴＢ及びリモコン等を破損または紛失した場合には、

加入者はＳＴＢ及びリモコン等の一般販売価格相当分を当社に支払うものとします。

また、当社が認める場合を除き、加入者はリモコン等の交換を請求できません。な

お、当社より貸与を受けたＳＴＢの機種変更を希望する場合は、別途当社の定めた

機種変更手数料を当社に支払うものとします。 

     ３．第１項により加入者が当初より貸与を受けるＳＴＢについては、加入者は解約時に

ＳＴＢ及びリモコン等を返還するものとし、加入者の故意、過失によるＳＴＢ及び
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リモコン等の故障、破損、紛失等の場合は、その実費相当分を当社に支払うものと

します。 

     ４．ハードディスク内蔵ＳＴＢ（以下「ＨＤＤ内蔵ＳＴＢ」といいます）やブルーレイ

ディスク・ＤＶＤレコーダー内蔵ＳＴＢ（以下「ＢＤ・ＤＶＤレコーダー内蔵ＳＴ

Ｂ」といいます）の使用に際し、ＨＤＤ内蔵ＳＴＢやＢＤ・ＤＶＤレコーダー内蔵

ＳＴＢに不具合が生じたことにより録画・編集されたデータ（以下「録画内容」と

いいます）が消失した場合、これに生じた損害については、原因の如何を問わず当

社はその責任を負わないものとします。また、ＳＤカード、ブルーレイディスク、

ＤＶＤ、ｉＬｉｎｋケーブル・ＬＡＮケーブル・ＵＳＢケーブル接続などによる外

部機器、家庭用ビデオカメラなどからＨＤＤ内蔵ＳＴＢまたはＢＤ・ＤＶＤレコー

ダー内臓ＳＴＢへコピーまたはムーブさせた録画内容についても、消失等の責任は

一切負わないものとします。 

     ５．ＨＤＤ内蔵ＳＴＢやＢＤ・ＤＶＤレコーダー内蔵ＳＴＢの機種変更をされる場合、

録画内容は全て消去します。これにより生じたあらゆる損害について、原因の如何

を問わず当社はその責任を負わないものとします。 

     ６．ＨＤＤ内蔵ＳＴＢまたはＢＤ・ＤＶＤレコーダー内蔵ＳＴＢに録画した「一世代の

みコピー可」※1 の番組を、他の録画機器にデジタルのままコピーすることはできま

せん。また、「ダビング１０」※２の番組については、９回まで他のデジタル録画機

器へデジタルによるコピーが可能ですが、１０回目についてはデジタルのままコピ

ーすることはできません。ムーブ（移動）機能がついているデジタル録画機器を使

用すれば、録画された番組をデジタル録画機器にムーブすることはできますが、元

のＨＤＤ内蔵ＳＴＢまたはＢＤ・ＤＶＤレコーダー内蔵ＳＴＢの番組は消去されま

す。ただし、一部メーカー、一部機種によってはムーブで対応できない場合があり

ます。（対応機種に関しましては、メーカーホームページをご参照下さい）ＶＨＳ等

アナログ録画機器へのダビングは今まで通り制限はありません。 

       ※１ デジタル配信で録画するようになると、コピーを繰り返しても、画質・音質が劣化することがないので、不正にコピー

が行われるなど、著作権の侵害が起こる可能性があるため、ＢＳデジタル放送／地上デジタル放送／ＣＳデジタル放送

の各放送局・番組供給会社では、放送にコピー信号を付加しています。 

          ※２ ＨＤＤ内蔵ＳＴＢまたはＢＤ・ＤＶＤレコーダー内蔵ＳＴＢに録画した番組は、外部デジタル録画機器に１０回までダ

ビング（コピー９回+移動１回）が可能となり、１０回目のダビングでＳＴＢ内の番組は移動（ムーブ）されます。 

     ７．当社では故障交換の際でも録画内容を他の機器や外部メディアに移することは一切

対応いたしません。録画内容を恒久的に保存したい場合は、ＢＤ・ＤＶＤレコーダ

ー内蔵ＳＴＢの場合にはＢＤ・ＤＶＤへ、それ以外の場合には録画専用出力端子に

より、直接外部の録画機器に保存して下さい。なお、ＢＤ・ＤＶＤレコーダー内蔵

ＳＴＢでＢＤ・ＤＶＤにコピー又はムーブした際に不具合などが生じ、録画内容が

消失した場合、これにより生じた損害については、原因の如何を問わず当社はその

責任を負わないものとします。 

 

（Ｂ－ＣＡＳカードの取り扱いについて） 
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第１１条  Ｂ－ＣＡＳカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナ

ルアクセスシステムズの「Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約約款」に定めるところによ

ります。 

 

（Ｃ－ＣＡＳカードの取り扱いについて） 

第１２条  Ｃ－ＣＡＳカードの所有権は当社に帰属し、Ｃ－ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢを

利用する加入者にＳＴＢ１台につき１枚無償貸与するものとします。当社の手配によ

る以外のデータ追加・変更・改修は禁止し、それらが行われた事による当社及び第三

者に及ぼされた損害・利益損失は加入者が補償するものとします。本契約の解約時及

び解除時は、当社にＣ－ＣＡＳカードを返還するものとします。また加入者が破損或

は紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。 

 

（ＳＴＢの設置及び費用の負担） 

第１３条  本サービスを受ける為に必要なＳＴＢ及びリモコン等は当社が設置します。また、加

入者が自ら設置していただくこともできます。加入者が当社より貸与を受けるＳＴＢ

及びリモコン等は、契約解除の際に当社に返却して頂きます。 

    ２．加入者は、保安器の出力端子以降のすべての施設（以下「加入者施設」といいます）

を所有し、加入者施設に要する費用を負担するものとします。また、既存の加入者施

設に起因する受信異常の修復等に要する費用を負担するものとします。ただし、加入

者は、修復の際の使用機器、工法等については当社指定に従うものとします。 

    ３．当社は、放送センターから保安器までの施設（以下「当社施設」といいます）を所有、

管理します。 

    ４．加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設及び加入者施設に工事が生じる場

合には、その費用を負担するものとします。 

 

（著作権及び著作隣接権侵害の禁止） 

第１４条  加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用

する場合を除き、ビデオデッキ、インターネットその他の方法により、本サービスの

複製及びかかる複製物の上映、配信、売買、その他本サービスに対して有する著作権

及び著作隣接権を侵害することはできません。 

 

（保守責任） 

第１５条  当社は当社施設及び当社より貸与を受けたＳＴＢ維持管理責任を負うものとします。

ただし、加入者は当社の維持管理の業務遂行時に、サービス提供が一時停止すること

があることを了承するものとします。 

    ２．当社は加入者から当社施設及び当社より貸与を受けたＳＴＢに異常がある旨、申出が

あった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、保安器の出

力端子以降の施設及び受信機等に起因する場合は加入者の責任とし修復に要する費

用は加入者負担とします。 
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    ３．当社の保守責任範囲は、施設の性格上、放送センターから保安器まで及び当社より貸

与を受けたＳＴＢとし、その施設に故障事故等が生じた場合の修復に要する費用は当

社の負担とします。 

 

（設置場所の変更等） 

第１６条  加入者は変更先が同一敷地内の場合に限り、ＳＴＢ等の設置場所を変更できるものと

し、その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。 

 

（デジタル放送サービス契約の解約） 

第１７条  加入者はデジタル放送サービス契約を解約しようとする場合、文書で所定の書式によ

り当社にその旨を申し出るものとします。 

    ２．解約の場合、登録料及びＳＴＢ取付費の払い戻しはいたしません。 

    ３．解約の場合、加入者は第６条の規定による利用料を解約の日を含む月分まで支払うも

のとし、日割り計算での払い戻しはいたしません。 

    ４．第１項による解約の場合、当社は加入者が当社より貸与を受けているＳＴＢを撤去し

ます。当社より撤去にお伺いする場合撤去費用は加入者が負担するものとします。な

お、加入者がＳＴＢを当社へ返却する場合は撤去費用は発生しません。 

 

（無断使用等の禁止） 

第１８条  加入者が配線等及びビデオテープ或はＤＶＤ等のメディアより、当社のサービスを第

三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止します。 

 

（加入者にかかわる個人情報の取り扱い） 

第１９条  当社は保有する個人情報諸情報（加入者個人に関する情報で、加入者個人を識別でき

る情報をいいます。）（以下「個人情報」といいます）については、個人情報の保護に

関する法律、個人情報の保護に関する基本方針、及び放送受信者等の個人情報の保護

に関する指針に基づくほか、当社が定める基本方針に基づいて適正に取り扱います。 

 

（定めなき事項） 

第２０条  この約款に定めなき事項が生じた場合は、「株式会社吉備ケーブルテレビ契約約款」

に従うものとします。また、「吉備ケーブルテレビ契約約款」にも定めなき事項につ

いては、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当た

るものとします。 

 

（約款の改正） 

第２１条  この約款は総務大臣に届け出た上、改定することがあります。 

 

（付則） 

（１） 当社は特に必要あるときは、本約款に特約を付することができるものとします。 
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（２） この約款は、2014年 2月 1日より施行します。 

 

 

 

テレビレンタル 契約約款 

 

第１章 総則 

 

第１条（利用規約） 

株式会社吉備ケーブルテレビ（以下「当社」といいます）は、テレビレンタル利用規約（以下「本

利用規約」といいます）を定め、これにより「テレビレンタル」サービス（以下「本サービス」

といいます）を提供します。 

 

第２条（本サービスの提供地域及び提供範囲） 

本サービスの提供地域は、高梁市・新見市・吉備中央町とします。 

2.本サービスの契約者（以下「 契約者 」といいます）は、理由の如何を問わず、本サービスを

高梁市・新見市・吉備中央町外にて提供を受けることはできません。 

 

第３条（本利用規約の変更） 

当社は、次の各号に該当する場合は、契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知する

ことにより、本利用規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用さ

れるものとします。 

1.本利用規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき 

2.本利用規約の変更が、本サービスの利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の

内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

 

第４条（本サービスの内容） 

本サービスでは、契約者を対象に、別表に定める吉備ケーブルテレビを利用するための関連機器

（ 以下、「機器」）をレンタルにて引き渡します。また、契約者は、別表に定める月額利用料金を

支払うものとします。 

 

 

第２章 契約 

 

第 5条（契約の単位） 

本サービスは、吉備ケーブルテレビ契約者のみを対象としています。本利用規約に記載のないも

のは、吉備ケーブルテレビ契約約款に基づくものとします。 

2.当社は、吉備ケーブルテレビ契約 1契約ごとに利用契約を締結します。 

 



 16 

第 6条（機器） 

当社は１契約につき１つの機器を貸出します。 

 

第 7条（本サービスの利用） 

本サービスの利用にあたっては、次項に定めるプランでのケーブルテレビ契約が必要です。 

とくとくコース・お手軽コース・基本チャンネル 

 

第 8条（契約申込） 

本サービスの契約は、原則専用の契約申込書で申し込むものとします。 

2.当社は次の各号に該当する場合には、契約の申込を承諾しない場合があります。 

⑴本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。 

⑵契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。 

⑶契約申込者が第 1項の本サービスの申込書に虚偽の事実を記載したとき。 

⑷契約申込者が、過去、本サービス他当社のサービスにおいて、利用規約の規定に違反したこ

とがあるとき。 

⑸本サービスの契約者が未成年のとき。 

⑹当社指定の金融機関がご登録できないとき。 

⑺その他当社が本サービスの提供が困難だと思われるとき。 

3.当社が申込を承諾しない場合には、当社は契約申込者に対し、その旨を通知します。 

 

第 9条（申込内容の変更） 

契約者は、第 8 条の申込内容に変更があるときは、当社窓口より直ちに当社に届出するものとし

ます。 

2.前項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達

したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。 

3.第 11条に定める利用期間中の、契約物件の変更はできません。物件を変更する場合は、物件の

買い取りもしくは途中解約を行っていただき、新たに契約を締結いただく必要があります。 

 

第１0条（契約の成立） 

利用契約は、当社が本サービスの申込を承諾することにより成立するものとします。 

 

第１1条（利用期間） 

本サービスの利用開始は、第 10条記載の契約成立からとなります。また、利用終了は、物件発送

翌月 1日から起算し 60ヶ月間となります。 

2.契約者は利用期間満了時、以下をご選択いただけます。 

⑴満了時点での最新サービスラインナップにて、新たに契約を締結いただく。 

⑵契約を終了し、機器を返還いただく。 

 

第１2条（サービス利用の途中解約等） 
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本サービスの契約者は、当社が定める利用期間内に本サービスまたはケーブルテレビサービスを

途中解約した場合、別表で定める途中解約金を解約した月の末日までに当社に支払うものとし、

第１3条で定める方法及び返却場所に機器を返還します。なお、月額利用料金は途中解約月まで発

生します。 

 

第１3条（機器の返還等） 

契約者は、本サービスの途中解約、もしくは利用期間満了時の新たな契約締結や契約終了といっ

た事象が発生した場合、物件を契約者の費用により原状回復したうえで、30 日以内に事象発生時

に当社が案内する方法及び返却場所に返還するものとします。原状回復が必要な場合とは、通常

損耗の範囲を超えると当社が判断した故障や傷等、もしくはケーブルなどの付属品が欠品してい

ることを指します。原状回復できない場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するものとしま

す。 

2.前項に基づく物件の返還については、当社が別に定める場合を除き、契約者の費用と責任で行

うものとします。また、当社は、契約者が物件の返還の際、同梱した私物品等を、当社の方針

に則り、処分できるものとします。 

3.契約者は、機器の設定を初期出荷状態に戻した上で返還するものとします。 

4.第１項で定める返却期限を経過後もなお機器の返却がなされない場合、当社は、契約者に対し

て別途定める買い取り金相当を請求できるものとします。 

5.契約者から当社に返還された物件については、いかなる理由があっても当社は契約者に返送し

ないものとします。また、契約者から当社に返還された機器の設定情報等について、当社は保

証及び責任を負いません。 

 

第１4条（権利義務の譲渡等） 

契約者は、本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、又

は担保に供してはならないものとします。 

 

第１5条（機器の利用等） 

契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従い、機器を善良な管理者の注意をもって使用、保

管します。 

2.物件の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、契約者の負担とします。 

3.契約者は、吉備ケーブルテレビの視聴の目途のみに本物件を使用することとします。 

 

第１6条（機器の納入および引渡し等） 

当社は、機器を、当社もしくは当社が指定する業者よって契約者の指定する場所に納入するもの

とします。また、契約者は、別表に定める納入にかかる費用を負担することとします。 

2.当社が前項により送付し契約者の都合により物件の受領ができなかった場合は、契約者の責任

において、指定業者に連絡することにより物件を受領するものとします。 

3.契約者が物件を受領したことにより引渡しが完了されたものとします。 

4.機器の引き渡し前に、契約者の都合により納入をキャンセルする場合は、当社問い合わせ窓口
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まで速やかに連絡し、別表に定めるキャンセル料を支払うものとします。 

 

第 17条（修理・交換） 

契約者は、物件に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 

2.当社は、契約者が機器本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任では

ない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社負担で機器の修理若しくは交換を行います。 

3.修理若しくは交換を行う際、物件に記録されている設定情報等は失われる場合がございますの

で予めご了承下さい。 

5.機器の修理は、メーカーに依頼をします。 

6.修理の手配を目的とし、メーカーに対して、契約者の個人情報（名前、電話番号、住所）と型

番など修理に必要な情報を提供いたします。当該個人情報の目的外利用は一切いたしません。 

7.修理時には弊社指定の代替えテレビをお貸出し致します。 

 

第 18条（機器の滅失、破損等） 

以下の場合は全て有償での修理もしくは交換となります。 

⑴人為的・自然災害・火災・水没など自然故障以外の破損・故障。 

⑵盗難・紛失。 

⑶本サービ提供地域外への持ち出し。 

 

 

第 3章 利用中止等 

 

第 19条（本サービスの終了） 

当社は、本サービスを終了することがあります。 

本サービスを終了するときは、当社は、終了する３ヶ月前までに、その旨を通知又は公表します。 

第 20条（利用停止） 

契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社は、その契約者に事前に何ら通知することなく、

本サービスの利用を停止できるものとします。 

⑴契約者が本利用規約又は個別規定等に違反する行為を行ったと当社が判断した場合。 

⑵ケーブルテレビ契約が途中解約された場合 

⑶連絡先変更の届出を怠る等の契約者の責めに帰すべき理由により、契約者の所在が不明にな

りまたは連絡が取れない場合。 

⑷本サービスの運営を妨害しまたは当社の名誉信用を毀損した場合 

⑸契約者が利用料金等の支払いを怠った場合 

⑹その他、当社ｇｓ契約者として不適当と判断した場合 

前項に基づき、本サービスの利用を停止された会員が、なお、その事実を解消しない場合には、

本サービスの利用契約を解除できるものとします。 

前項により契約を解除された契約者は、期限の利益を喪失し、契約解除の時点で発生している当

社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。 
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第 4章 料金等 

 

第 21条（月額利用料金と利用開始月） 

本サービスの月額利用料金の課金方式及び金額は、別表に定めるところにより、月額利用料金の

支払いを要します。 

当社は、前項の料金請求にあたっては、吉備ケーブルテレビサービスの定めにより請求すること

とします。 

利用契約が途中解約されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、利用の有

無にかかわらず本サービスの月額利用料金が発生します。 

契約者が支払う本サービスの月額利用料金は、機器発送・設置月の翌月 1 日から発生し、以降、

月単位で発生するものとします。 

 

第 22条（料金の支払い義務） 

契約者は、規定に基づいて別表に定める料金の支払いを要します。 

 

第 23条（消費税計算） 

当社は、本サービスの料金に係る消費税相当額を計算し、契約者は当該消費税の支払いを要しま

す。 

 

第 5章 禁止行為等 

第 24条（利用に係る禁止行為） 

契約者は、本利用規約、個別規定等及び適用されるすべての法律並びに規則等を守り、自らの本

サービスの利用及びその結果について、責任を負うものとします。また、契約者は、本サービス

を通じて次のような行為を行うことはできません。 

⑴本サービスを、家族利用人（同一のアクセス回線を利用した同居の家族）以外の第三者に対

して、各種記録媒体又は電気通信回線設備等を介し視聴させる等の、著作権を侵害する行為。 

⑵本サービスにより利用しうる情報の修正、翻案、変更、改ざん、切除、翻訳、その他の改変

行為。 

⑶刑法上の犯罪行為、民事上の不法行為、その他適用される国内法・国際法・国際条約等に違

反する行為または公序良俗に反する行為。 

⑷本サービスの運営を妨害する行為、又は当社が承認していない営業行為。 

⑸本サービスに接続しているネットワークを妨害又は混乱させる行為。 

⑹ネットワーク上の規定、方針、手順に違反する行為。 

⑺他の契約者による本サービスの利用及び享受を妨害する行為。 

⑻当社、他の会員または第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為または不利益を与

える行為。 

⑼その他当社が不適切と判断する行為。 
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2.契約者は、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却又は契約者として有す

る権利への質権の設定等、担保に供する行為を行ってはならないものとします。当社は契約者

の行為が本利用規約の諸条件に違反したと判断した場合には、直ちに本サービスの利用契約を

解除し、本サービスの提供を終了することができるものとします。 

前項により契約を解除された契約者は、期限の利益を喪失し、契約解除の時点で発生している当

社に対して負担する債務の一切を、一括して履行するものとします。 

 

第 6章 雑則 

 

第 25条（契約者への連絡） 

本サービスに関する通知は、当社ホームページまたは書面による通知、もしくは契約者が登録し

た電子メールアドレス又は電話番号宛に発信できるものとします。 

 

第 26条（業務委託） 

当社は、本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができま

す。 

 

第 27条 （定めなき事項） 

この約款に定めなき事項が生じた場合は、「株式会社吉備ケーブルテレビ契約約款」に従うものと

します。また、「吉備ケーブルテレビ契約約款」にも定めなき事項については、当社、加入者は契

約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。 

 

第 28条（約款の改正） 

この約款は総務大臣に届け出た上、改定することがあります。 

 

 

附則 

この約款は、令和 7年 10月 1日より一部改正します。 

 


